
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  喀痰吸引費の医療費控除の取扱い 

Ｑ：介護福祉士等による喀痰吸引が認めら

れるようになりましたが、これに係る医療費

控除の取扱いはどのようになりますでしょう

か？                                           

  

Ａ：居宅サービス等に要する費用に係る自

己負担額の10分の1を医療費控除の対象とす

ることができます。 

【解説】 

平成24年度の税制改正において、平成24年

４月１日以後に支払われる喀痰吸引等の費用

は、医療費控除の対象にされることとなって

いますが、その取扱いについては、さきごろ

厚生労働省からの照会によって、次の区分に

応じそれぞれ居宅サービス等に要する費用に

係る自己負担額の10分の1をその対価の額と

して取り扱うことが明らかにされました。 

 ①指定居宅サービスの場合 

  居宅介護サービス費用基準額から居宅介護

サービス費の額を控除した金額 

 ②指定介護予防サービスの場合 

  介護予防サービス費用基準額から介護予防

サービス費の額を控除した金額 

 ③基準該当居宅サービス及び基準該当介護予

防サービスの場合 

  指定居宅サービス及び指定介護予防サービ

スの場合に準じて算定した自己負担額 

 ④指定地域密着型(介護予防)サービスの場合 

  地域密着型介護(予防)サービス費用基準額

から地域密着型介護(予防)サービス費の額

を控除した金額 
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